
平成２１年

第２回市議会定例会 議案第１０号

函館圏都市計画特別工業地区内の建築制限に関する条例の

一部改正について

函館圏都市計画特別工業地区内の建築制限に関する条例の一部を改正

する条例を次のように定める。

平成２１年６月１７日提出

函館市長 西 尾 正 範

平成２１年

函館圏都市計画特別工業地区内の建築制限に関する条例の

一部を改正する条例

函館圏都市計画特別工業地区内の建築制限に関する条例（平成元年函

館市条例第２７号）の一部を次のように改正する。

別表第２第１０項中「平成１９年総務省告示第６１８号による分類表」

を「統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基

準である日本標準産業分類」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

（提案理由）

統計法の全部改正に伴い規定を整備するため


